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員
馳
浩
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提
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答
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一
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
お
い
て
「
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
」
と
し
て
計
上
し
て
い
た
額
と
平
成
二
十
二

年
度
予
算
に
お
い
て
「
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
」
と
し
て
計
上
し

て
い
る
額
と
の
差
額
の
内
訳
は
、
公
立
の
高
等
学
校
等
の
授
業
料
に
関
し
、
す
べ
て
の
生
徒
に
係
る
授
業
料
相
当
額
を
国
が

助
成
す
る
方
式
を
、
実
際
に
授
業
料
を
徴
収
す
る
生
徒
に
係
る
授
業
料
収
入
の
総
額
に
相
当
す
る
額
を
国
が
地
方
公
共
団
体

に
交
付
す
る
方
式
と
し
た
こ
と
に
よ
る
約
三
百
十
億
円
の
減
、
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
に
照
ら
し
て
特
に
経
済
的
負
担
を

軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
私
立
の
高
等
学
校
等
の
生
徒
等
に
対
す
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
増
額
支
給
の
基
準
を
変
更
し

た
こ
と
等
に
よ
る
約
二
百
六
十
億
円
の
減
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
お
い
て
も
、
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
に
つ
い
て
は
、
学
校
の
設
置
者
が
受
給
権

者
に
代
わ
っ
て
受
領
す
る
も
の
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。


